
雇児 発 第 ※ ※ ※ 号

平成 1 4 年 ※ 月 ※※ 日

厚生 労 働 省 雇 用 均 等・ 児 童 家 庭 局 長

各都道府県知事

各指定都 市市長
殿

専門里親研修制度等の運営 について （案）

標 記 につ い て は 、本 日、「里親 の認 定 等 に 関す る省 令第 1 9 条 第 2 号 の規 定 に基 づ

き厚生労働 大臣が定める研修」（平成 1 4 年厚生労働省告示第 号。以下「告示」

とい う。） が 、 別 添 の とお り公 布 され た と こ ろ で あ る が 、 これ を 踏 ま え 、 今 後 の 専 門

里親 研修 制度 等 の運営 に 関 し留 意すべ き事 項 を下 記 の とお り定 めた の で 、御 了知 の 上 、

その取扱 い に遺 漏 の な い よ う努 め られ た い。

なお 、 この通 知 は、 地方 自治法 （昭 和 2 2 年 法律 第 6 7 号 ）第 2 4 5 号 の 4 第 1 項

の規 定 に基 づ く技術 的 な助言 であ る。

記

第1 専門里親研修の実施主体

専門里親研修は、都道府県

都道府県は、他の都道府県、

委 託 す る こ と が で き る こ と 。

第2 専門里親研修

1 趣 旨

（指 定 都 市 を含 む 。 以 下 同 じ。） が 行 う こ と。 な お 、

社会福 祉法 人 そ の他 適 当 と認 め る者 に研修 の実施 を
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／
専門里親研修 は、被虐待児等家庭養 育の必要な児童 を受 け入れ る専 門里親 とし

て必 要 な基 礎 的知 識 や技 術 の修 得 な ど、専 門 里親 の養 成 を行 うと ともに 、そ の資

質 の 向 上 を 図 る こ と を 目的 とす る 。

2 種類

専 門里親研 修 は、新規認定時の研 修 （以 下「認 定研修」 とい う。） と、専 門里

親 の．登 録 更 新 時 に実施 す る 「継続 研 修 」で あ るこ と。

3 認定研修

（1） 研修対象者

里親 の認 定 等 に 関す る省 令 第 1 9 条 第 1 項 各 号 に該 当す る看 で あ る こ と。

具 体 的 に は、 下記 の いずれ か に該 当す る看 で あ る こ と。

ア 養育里親名簿に登録 されている看であって 、 3 年以上の養育の経験 を有す

る も の で あ る こ と 。

イ 3 年 以上児童福祉事業 に従事 した看 であって、都道府 県知事が適 当 と認 め

た も の で あ る こ と。

「児 童福 祉 事 業 に従 事 した者」 の具体 例 と して は、 下記 の資格 等 を有 して

児童 の福 祉 に 関す る事業 に従 事 した看 で ある こ と。

（ア）福祉 関係

里親 、児童 自立支援専 門員、児童指導員 、保育士、児童福祉 司、社 会福

祉 士、精神保健福祉士、心理判定員

（イ）保健・ 医療関係

医師、保健師、助産師、看護 師

（ウ）教 育関係

教員

（エ）司法・ 矯正関係

家庭裁判所調査官、少年院教官

ウ 都道 府 県知 事 が ア、イ と同等 以 上 の能力 を有 す る と認 定 した看 で あ る こ と。

（2） 研修の実施方法

ア 研修 の受付及び承認

（ア ） 専 門里 親 にな るこ とを希 望 す る者 （以 下 「専 門里親 希 望者 」 とい う。）

は 、都 道 府 県 に以 下 の書 類 を提 出 しな けれ ばな らない こ と。

・ 受 講 申込書

・ （1）の アか ら ウのいず れ か に該 当す る こ とを証 明す る書類

（イ ）都 道 府 県 は、受講 の 申込 み を した専 門里 親 希望 者 につ い て書類 審 査 を行

い 、 そ の受 講 の可否 につ い て、 結果 を専 門里親 希 望者 に通 知 しな けれ ば な

ら な い こ と 。

な お 、研 修 を他 に委託 してい る都道 府 県 に あっ ては 、受 講者 リス トを作
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成 し、委託先 に連 絡 しな けれ ば な らない こ と。

イ 研修の方法

（ア）認 定研修 は 、講 義 、演 習及 び 実 習 に よ り行 うこ と。

（イ） 研修 科 目は 、告 示 の別 表 に掲 げ るもので あ る こ と。

（ウ）告 示 の別 表 の系 列 の欄 に掲 げ る系列 の うち、養 育 の本 質・ 目的及 び対 象

の理解 に関す る科 目に関す る講 義 は、通信 教 育 で行 うこ と。

（ェ）養 育 の内容 及 び 方 法の 理解 に 関す る科 目に関す る講 義 は 、 ス クー リン グ

で 行 う こ と 。

（オ）養育実習 は、児童相談所、乳児院、児童養護施設 、情緒 障害児短期治療

施設 又 は児 童 自立 支援施 設 で行 うこ と。

ウ 研修 科 目の免 除

児童相談所 、乳児院、児童養護 施設、情緒障害児短期治療施設又 は児童 自

立支 援施 設 にお い て 現 に児童 を処 遇す る職 員 と して勤 務 して い る者 又 は離職

してか ら 3 年 以 内 の者 につ いて は 、養 育 実習 を免 除で き る こ と。

エ 研修期間

（ア）研 修 期 間は 、原 則 と して、概 ね 3 か 月以 上 とす る こ と。

（イ）養 育の本 質・ 目的及 び対 象 の 理解 に 関す る科 目につ い て は 、 1 か 月 間 に

履 修 で き る科 目は 3 科 目ま で とす る こ と。

（ ウ）養 育の 内容 及 び方 法 の理 解 に 関す る科 目につ いて は 、 ス クー リン グの期

間 は 、概 ね 3 日間 とす る こ と。

（ェ）養 育 実習科 目の実 習期 間は 、 のべ 7 日間 と し、宿 泊研 修 を 1 回 は実 施 し

な け れ ば な ら な い こ と。

オ 養育実習

都 道 府 県 は、養 育 実 習先 の選 定 につい て、 受講者 と協 議 し、養 育 実習 先 と

調 整 を 行 うこ と。

カ 受 講 期 間の延 長

受講 年度 で全 課 程 を修 了 で き なか った者 につ い て は、 次年 度 に 限 り、受 講

期 間 を延 長 して 、 未 修 了 科 目 を受 講 す る こ とが で き る こ と。

4 継続研修

（1） 対象者

専 門里親 の認 定及 び 登録 を受 けて い る者

（2） 実施方法

都 道府 県 は、養 育 技 術 の 向上等 を 目的 と して継 続 研修 を 実施 す る こ と。

5 修了認定

（1） 修了認 定

都道 府 県 は、専 門里 親研 修 の課 程 を修 了 した者 に対 して 、修 了認 定 を行 うこ
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と 。

（ 2） 修了証書 の交付

都道府 県は、専門里親研修 の課程 を修 了 した者 に対 して、修 了証書を交付す

る こ と 。

なお、専門里親研修 の実施 を他の機 関に委託 している場合には、委託先 が行

う評 価 に基 づ いて 修 了認 定 を行 い 、修 了証 書 を交付 す る こ と。

（ 3） 修了証 書交付 の登録

都 道府 県 は、修 了証 書 を交 付 した とき は、 そ の 旨を適 当 な方法 に よ り記 録 し

て お く こ と 。

仙修 了証書 の有効期 間

修 了証 書 の有効 期 間 は、交 付 され た 日か ら 2 年 間 とす る こ と。
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各都道府県知事

各指定都市市長
殿

雇児 発 第 ※ ※ ※ 号

平成 1 4 年 ※月 ※ ※ 日

厚生 労 働 省 雇 用 均 等・ 児 童 家 庭 局 長

養子制度等 の運用 について （秦）

里親制度 の運営 につい ては、「里親 の認 定等 に関す る省令」（平成 1 4 年厚 生労働

省令第 号）、「里親の行 う養育 に関す る最低基準」（平成 1 4 年厚生 労働省令第

号）及び 「里親の認定等に関す る省令第 1 9 条第 2 号の規定に基づ き厚生 労働

大臣が定める研修 」（平成 1 4 年厚生労働省告示第 号）が公布 され、「「里親 の

行う養 育 に 関す る最 低 基準 」 及 び 「里 親 の認 定 等 に 関す る省 令 」 につ い て」（平 成 1

4 年※月※※ 日厚生労働省発 雇児第 号厚生労働事務次 官通知）、「里親制度 の

運営 につ い て」（平 成 1 4 年 ※ 月 ※ ※ 日雇 児 発 第 号厚 生 労働 省 雇 用 均 等・ 児 童

家庭 局長 通 知 」 及 び 「専 門里親 研 修 制度 等 の運 営 につ い て」（平 成 1 4 年 ※月 ※ ※ 日

雇児 発 第 号厚 生 労働省 雇 用 均 等・ 児 童 家庭 局長 通知 ） が発 出 され た ところで あ

るが 、 これ らの 通 知 に よ り、 里親 制度 及 び養 子制 度等 の運 用 を定 め た 「里親 等 家 庭養

育の運 営 につ い て 」（昭和 6 2 年 1 0 月 3 1 日厚 生省発 児 第 1 3 8 号 厚 生 事 務 次 官 通

知） 及 び 「里親 等 家 庭養 育 運 営要 綱 の実施 につ い て」（昭和 6 2 年 1 0 月 3 1 日児発

第9 0 1 号 厚 生省 児童 家庭 局長 通 知 ）が廃 止 され た こ とか ら、 今般 、養 子 制度 等 の 運

用に つ い て 、 下 記 の とお り定 め る こ と と した の で 、 遺 漏 の な い よ う努 め られ た い 。

な お、 この通 知 は 、地方 自治法 （昭和 2 2 年法 律第 6 7 号 ） 第 2 4 5 号 の 4 第 1 項

の規 定 に基 づ く技 術 的 な助言 で あ る。
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記

第1 養 子制度 の意義

児童福祉 における養子制度 の意義 は、保護者のない児童又は家庭に恵 まれない

児童 に 温 かい 家 庭 を与 え、か つ その児 童 の養 育 に法 的安 定性 を与 え る こ とに よ り、

児童 の健 全 な 育成 を図 る もの で ある こ と。

第2 養子縁組 の概要

1 養子縁組 には、民法第 7 9 2 条以下において規定す る養子縁組 （以下 「普通養

子 縁 組 」 とい う。） と民 法 第 8 1 7 条 の 2 以 下 にお い て 規 定 す る特別 養 子 縁 組 と

が あ る も の で あ る こ と。

（1） 普通養子 縁組

ア 未 成 年 者 を養 子 とす る に は、原則 と して 、養 子 とな るべ き者 の居 住地 の家

庭 裁 判 所 の許 可 を受 けな けれ ばな らない こ と。

イ 後 見 人 が 被後 見 人 を養 子 とす るに は、 家庭 裁判 所 の許 可 を得 な けれ ば な ら

な い こ と。

ウ 養 子 とな●る者 が 1 5 歳 未 満 で あ る ときは 、そ の 法 定代 理 人 が 、 これ に代 わ

って 、縁 組 の承 諾 をす る こ とがで きる こ と。 この場 合 、養子 とな る者 の父 母

で そ の監護 をす べ き者 が 他 にあ る とき は、 そ の同意 を得 な けれ ば な らない こ

と 。

エ 尊 属 文 は年 長者 を養 子 とす る こ とは で きな い こ と。

オ 配 偶 者 の あ る者 が未 成 年 者 を養子 とす るに は、原 則 と して配 偶者 と ともに

しな け れ ば な らな い こ と。

2 特別養子縁組

（1） 養 親 とな るべ き者 の居 住 地 の家 庭裁判 所 の審判 に よ り、養 子 と実方 の父母 及

び そ の血 族 との親 族 関係 を終 了 させ る特 別 養 子 縁 組 を成 立 させ る こ とが で き

る。 こ の場 合 にお い て、養 親 とな る者 が養 子 とな る者 を 6 か月 以 上 の期 間監護

した 状 況 を 考 慮 す る も の で あ る こ と。

（2） 特別 養 子 縁組 は、父 母 に よ る養子 とな る者 の監護 が著 しく困難 又 は不適 当で

あ る こ とそ の他 特別 の事 情 が ある場 合 にお いて 、子 の利 益 のた め特 に必要 が あ

る と認 め る とき は 、 これ を 成 立 させ る もの で あ る こ と。

（3） 特 別養 子 縁 組 の成 立 に は 、原 則 と して養 子 とな るべ き者 の父 母 の 同 意 がな け

れ ば な らな い こ と。 た だ し、父 母 がそ の意 思 を表示 す るこ とが で きな い場 合又

は父 母 に よ る虐待 、悪 意 の遺 棄 そ の他 養 子 とな る者 の利益 を著 し く害す る事 由

が あ る場 合 は 、 この 限 りで な い こ と。

（4） 養 子 とな るべ き者 は 、 6 歳 末清 で な けれ ば な らない こ と。 ただ し、 その者 が
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8 歳未 満 で あ って 6 歳 に達 す る前 か ら引 き続 き養親 とな るべ き者 に 監護 され て

い る 場 合 は こ の 限 りで な い こ と。

（ 5） 養親 とな る者 は 、野偶 者 の あ る看 で な けれ ば な らな い こ と。 ま た 、夫婦 の一

方 は 、他 の －方 が養親 とな らない場 合 は 、原 則 として養親 とな るこ とがで きな

い こ と 。

（ 6） 2 5 歳 に達 しな い 者 は 、 養 親 とな る こ とが で き な い こ と。 た だ し、 養 親 と な

る夫 婦 の一 方 が 2 5 歳 に達 して い ない場 合 にお いて も、 そ の者 が 2 0 歳 に達 し

て い る とき は 、 こ の 限 りで な い こ と。

第3 児童相談所 の役割

児 童 相 談所 長 は、 要保護 児 童 対策 の 一環 と して、保 護 に欠 け る児 童 が適 当な養

親 を見 い 出 し、適 正 な養子 縁組 を結べ る よ う努 め る こ と。

第4 養 子 縁組 の あっせ ん に関す る手続 につ い て

1． 自己の養 子 とす る児 童 の あ っせ ん を希 望す る者 （以 下 「養 子 縁 組 希 望者 」 とい

う。） の相 談 を受 けた児 童 相 談所 長 は、 そ の家 庭 調 査 を行 い 、そ の昔 が養 親 と し

て 適 当 で あ る か ど うか の 認 定 を行 うこ と。

2 自己の子 を他 の者 の養 子 とす る こ とを希 望 す る者 の相 談 を受 けた児 童 相 談所長

は 、 そ の 児 童 に つ き調 査 を行 うこ と。

3 児童相談所長 が、児童及び養子縁組希望者 について調査及び認定 を行 う場合に

は 、原則 と して養 育 里親 に 関す る調 査 、認 定 の場合 と同様 で あ る こ と。

4 児童相談所長 は、養子縁組希望者及び児童につ き調査、認 定を した後、養子縁

組希望者及 び児童 （児童福 祉法等の規定に よって通告又 は送 敦 された児童 を含

む 。） に つ き 、 養 子 縁 組 の あ っ せ ん を行 う こ とが 適 当 と判 断 され る者 が あ る と き

は 、次 に掲 げ る手 続 に よ り進 め る こ と。 た だ し、 この場 合 、養 子 縁組 希 望者 に児

童 を少 な く と も 6 か 月 以 上 養 育 里 親 と して 養 育 す る こ と を 勧 め る こ とが 適 当 で あ

る こ と 。

（1） 児 童 相 談所 長 は 、養 育里親 又 は短 期里 親 の 要件 に該 当 しない等 の事 情 に よ り

里親委託を行わない場合 には、養子縁組希望者 に対 し児童福祉法第 3 0 条第 1

項 に規 定す る同居 児 童 の届 出 を行 うよ う指 導 し、都 道府 県 知事 に対 し同法 第 2

7 条 第 1 項 第 2 号 の措置 を要 す る と認 め る 旨報 告す る等 、養 育 里親 又 は短期 里

親 の場合 と同等 の指 導体制 を採 る こ と。

（2） 児 童相 談所 長 は、 児童 の戸 籍 が ないか 又 は判 明 しな い場 合 は、 戸籍 法 （昭和

2 2 年 法 律 第 2 2 4 号 ） の 定 め る と こ ろ に よ り必 要 な 手 続 を採 る こ と。

（3） 児童相談所長 は、児童が 1 5 歳未満で法定代理人 がい ない場合 は、民法第 8

4 1 条 の規 定 に よ り児童 の居住 地 の家庭 裁判 所 に対 し後 見 人 選任 の手続 を採 る
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こ と 。

（4） 普通養子 縁組 の場合

児童相談所長 は、児童が 1 5 歳以上であって普通養子縁組 を希望 してい るか、

又 は児童 が 1 5 歳未満 であってその法定代理人 （児童福祉施設の長 を含 む。）

等 が児童 の普 通 養 子 縁 組 を希 望 して い る場 合 セ あ っ てそ れ が適 当 と判 断 され る

とき には 、 普通 養 子 縁 組 の あ っせ ん を行 うこ と。 た だ し、 この場合 で も普 通養

子縁組 に対す る家庭裁判所 の許可が必要で あること。

（5） 特別養子縁組 の場合

児童相談所長 は、児童 が 6 歳未満であ り、かつその児童 の父母 （養父母 を含

む 。） が 児 童 の特 別 養 子 縁 組 に 同意 して い る場 合 等 で あ っ て それ が 適 当 と判 断

され る ときに は 、特 別 養子 縁 組 の あ っせ ん を行 うこ と。 た だ し、 この場 合 で も

特別養子縁組 に対す る家庭裁判所の審判が必要 であること。

5 里親が、委託 されてい る児童 と養子縁組 を希望す る場合 には、児童相談所 長は、

事 情 を 十 分 調 査 した 上 で 、 そ れ を ま とめ る よ うに 努 め る こ と。

第5 離縁の訴 について

児 童 が 1 5 歳 未 満 で あ って 、普 嘩養 子縁 組 の結果 が児 童 の た め適 当 で な い こ と

を発 見 し養 親 が協 議 上 の離 縁 を しない 場合 は 、家庭 裁 判 所 に よ り離縁 後 に子 の後

見人 とな るべ く選 任 され た児 童 相 談所長 は、 離縁 の訴 を提 起す る こ とが で き る こ

と 。

なお 、児 童 相 談所 長 は特別 養 子 縁組 の離縁 の訴 を提 起 す る こ とはで きな い こ と。

第6 都道府県間 の連絡

都道府 県にまたがる養子縁組のあっせん については、里親 に関す る都 道府 県間

の連 絡 の場 合 と同様 に 、各都 道府 県知 事 は相 互 に緊密 な連 絡 を と り必 要 な 協 力 を

行 う こ と 。

第7 家庭裁判所 との協力・ 連絡

1 児童相談所長 は、養子縁組につき家庭裁判所 か ら調査等 を依頼 された場合 にお

い て 、 児 童 福 祉 の 観 点 か ら必 要 と認 め られ る とき に は 、 協 力 を行 うこ と。

2 児童相談所 があっせ ん した養子縁組又は里親 に委託 した児童が養子縁組 を結ぶ

場合 には、当該養子縁組 をあっせん した児童相談所又 は里親委託の措置 を採 った

児童 相 談所 が 中心 とな って家 庭裁 判 所 と連絡 を行 うこ と。

3 2 以外 の場 合 に つ い ては 、児 童 の居 住地 を管轄 す る児童 相 談 所 が 中心 とな って

家 庭 裁 判 所 と連 絡 を 行 う こ と。
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（ 別 紙）

里親支援 事業実 施要綱

第1 目 的

里 親 及 び 里 親 にな る こ と を希 望 す る者 に 対 し、研 修 を 実 施 す る こ と に よ り、

児童 福祉 へ の理解 を深 め 、養育 技術 の向上 、里 親委託 の促 進 及び里 親 の開拓

を 図 り、 も っ て 要 保 護 児 童 の 福 祉 の 増 進 に 寄 与 す る こ と を 目的 とす る。

さ ら に、 委 託 児 童 の 適 切 な 養 育 を 確 保 す る た め に 、 委 託 児 童 の養 育 や 里 親

自身 に 関す る養 育 相 談 を 実 施 す る も ので あ る。

第2 実施 主体

この事 業 の実施 主体 は都 道 府県 （指 定都 市 を含 む。 以 下 同 じ。） とす る。

都 道 府 県 は 、 研 修 等 を 必 要 に 応 じて 関 係 団体 に委 託 して 実 施 で き る こ と と

す る。

第3 事業 内容

1 里親研 修事 業

研 修 の 種 類 は 、基 本 研 修 と専 門 里 親 研 修 で あ る こ と。

（ 1 ）基 本研 修

基本研 修 は、一里 親制 度及 び児 童 の養 育 につ いての基 本 的 な知識 や技術 の

習 得 を 図 る こ と を 目 的 と す る こ と 。

（ 2 ）専 門里親研修

研 修 の 対 象 者 、実 施 方 法 等 は平 成 1 4 年 ※ ※ 月 ※ ※ 日雇 児 発 ※ ※ ※号「専

門 里 親研 修 制 度 等 の 運 営 に つ いて 」 に よ り定 め られ た もの とす る こ と。

2 里親 養育 相談事業

（ 1 ） 趣 旨

委 託 児 童 の 適 切 な 養 育 を行 う た め に は支 援 が 必 要 で あ り、 里 親 （家 族 を

含 む 。） に 対 して 、 委 託 児 童 の 養 育 や 里 親 自 身 等 に 関 す る 相 談 を 実 施 す る

こ と 。

（ 2 ）対象

現 に 児 童 を 委 託 され て い る 里 親 や レス ／てイ ート・ ケ ア の た め に 児 童 の 養 育

を 行 っ て い る 里 親 とす る こ と 。

（ 3 ）事 業内容

ア 実施機 関の指定

（ア ） 都 道 府 県 は 、 あ らか じめ この事 業 を 実 施 す る機 関 を指 定 す る 。
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（イ ） 実 施機 関 は、児童 相談 所 、児童 家庭支 援セ ンター、里 親等 へ の養

育 相 談 な どが で き る 施 設 とす る 。

イ 事 業 内 容

里 親 か ら の 相 談 に 応 じ、 委 託 児 童 の養 育 状 況 の 把 握 に努 め 、 児 童 の 養

育 な ど につ い て 適 切 な 指 導 や 助 言 を行 う こ と。

な お、 児童 相談所 以外 の実施 機関 にお いて、 里親 に対 して訪 問指 導や

助 言 を す る 必 要 、 あ る い は 委 託 児 童 を里 親 が 養 育 す る こ とが 不 適 当 で あ

る と判 断 した 場 合 に は 、 速 や か に児 童 相 談 所 に対 し て 連 絡 を と り、そ の

状 況 に つ い て 報 告 す る こ と。

（ 4 ）実 施方 法

ア 児 童相 談所 等 に里 親対 応 専 門の職員 （非 常勤 ）（以 下 「里親 対 応専 門

員 」 と い う。） を配 置 し、 里 親 家 庭 に 対 し、 委 託 児 童 や 里 親 自 身 に 関 す

る 養 育 相 談 を 実 施 す る こ と。

イ 里 親 対 応 専 門員 は 、 以 下 の 要 件 を満 た す こ と。

（ア） 児 童 相 談 所 で の 児 童 福 祉 司経 験 者 な ど里 親 養 育 に つ い て 精 通 し

て い る こ と 。

（イ） 児 童 相 談 所 の 指 導 担 当者 と連 携 、 調 整 が で き 、 か つ 里 親 か らの

直 接 の相 談 に応 じ られ る こ と。

り 里親対 応専 門員 は、養育 相談 を希望す る里 親家庭 に対 して、定 期 的な

面 接 を 実 施 し、 そ の 内 容 を実 施 機 関 に報 告 す る こ と。

エ 実 施 機 関 は 、 里 親 対 応 専 門 員 か らの報 告 に対 して 、一必 要 な助 言 を す る

こ と 。

オ 実 施 機 関 は 、 児 童 相 談 所 の指 導 担 当 者 と綿 密 な 連 携 を 図 る こ と。

カ 里 親 対 応 専 門 員 は 、 相 談 上 知 り得 た児 童 や 里 親 家 庭 に 関 す る 秘 密 を 、

正 当 な 理 由 な く漏 ら して は な ら な い 。

第4 実 施 に 当 た っ て の留 意 事 項

1 実 施 に当た って は児童相談 所 、福祉事務所 、児童委 員、 児童 福祉施 設 、里

親 会 及 び 社 会 福 祉 協 議 会 等 関 係 団 体 と連 携 を 図 り、 効 率 的 に実 施 す る こ と 。

2 里 親 研 修 事 業 に つ いて は 、 実 施 時 期 、 実 施 回 数 等 は よ り多 くの 対 象 者 が 参

加 で き る よ う に 配 慮 す る こ と 。

3 専 門 里 親 研 修 に つ い て 、通 信 教 育 及 び ス クー リ ン グ は 、 社 会 福 祉 法 人 恩 賜

財 団母 子 愛 育 会 日本 子 ど も家 庭 総 合 研 究 所 に委 託す る こ と が で き る こ と。

第5 国 の 助 成

1 経 費
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国 は 、 都 道 府 県 が この 事 業 の た め 支 出 し た 費 用 を別 途 定 め る と こ ろ に よ り

補 助 す る も の とす る 。 ・

2 当 省 との 協 議

都 道 府 県 は 、国 の 助 成 を 受 け よ う とす る とき は 、別 途 定 め る と こ ろ に よ り、

あ らか じめ 当 省 に 協 議 しな け れ ば な らな い。
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